
「津波・高潮危機管理対策緊急事業」の創設

１．目的

米国ではハリケーンカトリーナによりニューオーリンズ市のゼロメートル地帯は

高潮により壊滅的な被害を受けたところである わが国においても 特に三大湾 東。 、 （

京湾、伊勢湾、大阪湾）のゼロメートル地帯等においては、一旦大規模な浸水被害

が生じると壊滅的な被害に結びつくことから、津波と同様に人命の優先的な防護が

喫緊の課題である。

したがって、津波及び高潮発生時における人命の優先的な防護の推進を目的とし

て、従来の津波危機管理対策緊急事業を高潮対策にも拡充するものである。

２．内容

一連の防護区域を有する海岸において、地方が作成する津波・高潮危機管理対策

緊急事業計画に基づき、５年以内に、以下の対策を総合的に推進する。

①水門の自動化・遠隔操作化等 ⑤津波情報提供施設の設置

②津波防災ステーションの整備 ⑥避難対策としての管理用通路の整備

③堤防護岸の破堤防止 ⑦避難用通路の設置

④津波・高潮ハザードマップ作成支援

※ 高潮対策について拡充ゼロメートル地帯における

３．採択基準

① 大規模な地震及び高潮による甚大な被害が想定され、緊急的な対策を要す

る海岸であること。

② 事業着手から５年以内に、整備目標の達成が見込まれること。

③ 津波・高潮危機管理対策緊急事業計画が策定されていること。

④ 総事業費は以下のとおりであること。

・都道府県が行うもの 5,000万円以上

・市町村が行うもの 2,500万円以上

４．事業実施主体

地方公共団体

５．科目

（項）海岸事業費

（目）津波・高潮危機管理対策緊急事業費統合補助

（目細）津波・高潮危機管理対策緊急事業費統合補助

６．補助率

１／２

７．平成１８年度概算決定額（平成１７年度当初予算額）

３６７（ ３５０）百万円

【農村振興局整備部防災課】




